
キ
ン
ー
ー
ク
ウ

キ
ン
マ

金

問

石

川
榔
河
内
庄
に
在
る
部
古
川
。

加
越
能
活
跡
絡
に
、『
金
問
領
の
内
、
金
問
右
衛
門
抵

認
と
て
有
。
諮
所
と
も
巾
候
。
昔
よ
り
今
に
主
旬
、

牛
府
宇
民
間
山
に
政
し
不
巾
候
。
共
同
盟
右
衛
門
住
所
と

巾
併
ふ
。
』
と
あ
る
。

ギ
ン

ミ

吟

味

i
サ
イ
バ
ン
裁
判
。

ギ
ン
Z
シ

ヨ

吟

味
所

大
沼
寺
務
で
は
初
め
御

お
周
揚
を
法
廷
と
し
、
家
老
一
人
立
曾
う
て
吟
味
開
中

仔
が
断
獄
の
こ
と
に
円
高
っ
た
。
費
時
出
に
票
。
新
た

に
吟
味
所
を
建
て
た
が
、
そ
れ
で
も
死
刑
に
宿
る
如

き
爵
非
人
は
古
へ
の
如
〈
御
鍔
用
語
に
於
い
て
吟

味
し
た
。
叉
獄
舎
に
は
削
都
牢
・町
牢
の
二
加
が
あ

っ
た
が
、
間

一
例
内
に
設
け
ら
れ
て
ゐ
た
。

ギ
ン
ミ
プ
ギ
ヨ

ウ

吟

時
奉
行

大
期
寺
滞
で
税

制
を
隼
る
者
を
吟
昧
奉
行
と
い
う
た
。
滞
初
で
は
別

に
凝
賊
改
潜
行
が
あ
っ
て
、
務
似
の
こ
と
の
み
を
扱

う
た
が
、
後
に
品
開
務
と
な
っ
た
。

キ
ン
メ
イ
チ
合

金
明
竹

江
沼
郷
昨
川
原
な
る
約

一
O
苧
方
米
の
地
に
数
百
竿
宇
一生
ず
る。

明
治
九
年

初
め
て
苦
竹
林
中
に
生
じ
た
回
目
額
で
あ
り
、
大
正
八

年
明
治
制
{
呂
に
こ
昧
を
奉
献
し
、
昭
和
二
年
四
且
八

日
文
部
省
か
ら
突
然
紀
念
物
と
し
て
指
定
せ
ら
れ

た
。

金
明
竹
の
窃
は
目
廻
一

O
邸
内
外
、
m-
鹿
な
る

淡
抗
色
を
帯
び
、
笥
前
に
民
く
鮮
明
な
る
級
僚
を
有

し
、
そ
の
筒
構
及
び
級
僚
は
各
節
侮
に
交
互
し
て
ゐ

る
。
技
も
亦
笥
と
問
採
の
配
色
を
な
し
、
誌
は
泌
総

出
叉
は
出
央
部
に
初
め
は
棒
読
色
後
に
は
白
回
目
す
る

脆
狭
不
明
の
二
三
縦
線
を
有
「
る
。
叉
昭
和
初
年
以

来
開
制
下
稲
田
犬
，

mに
も
別
に
之
を
生
じ
た
。

キ
ン
ラ
ン
シ
ユ
ウ

金
蘭
築
一

一
冊
。
文
化
十
年

京
棚
引
徳
右
衛
門
其
の
他
の
緩
行
。
こ
の
鈍
は
俳
諮

の
附
合
百
帥
陣
容
を
鰍
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

初
め
高
子
の
雑
記
中
に
在
っ
た
の
を
.

一
銅
が
間
し

取
っ
て

H
引
に
併
へ
、
後
に
南
無
開
問
資
札
が
補
正
し

て
出
板
せ
し
め
た
・
も
の
で
あ
る
。
文
化
丙
明
春
陣
奥

市
郎
北
田
町
の
停
が
あ
り
、
凡
例
は
甘
到
が
叡
い
て
m
H

る
が
、
校
札
は
一
間
川
も
加
へ
て
民
ら
ぬ
。
後
ぷ
永
四

年
に
も
英
大
助
専
が
再
刊
し
て
ゐ
る
。

キ
ン
リ
ブ
ン
シ
ユ
ウ

錦
皇
女
築

十
加
。
一
時

加
賀
滞
に
仕

へ
た
木
下
順
路
錦
単
一の
詩
文
釦
で
、
正

徳
乙
未
男
坑
古
川
の
序
文
が
あ
ろ
。
然
ろ
に
町
古
川
の
時

未
だ
出
版
に
安
ら
ず
、
一大
明
七
年
附
胞
の
亨
弘
仰
乎

は
正
直
が
初
め
て
刻
し
て
附
に
出
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
山
北
保
揃
一
容
は
附
陥
の
加
州
に
似
た
時

代
の
作
で
、治
稲
三
答
申
に
は
奥
村
永
前
・今
枝
預
直

の
飾
文
、
梢
山
民
知
の
鰐
等
が
あ
る
。

キ
ン
リ
ュ
ウ
イ
ン

金
穏
院

加
賀
務
引
第
十
ご

代
前
川
知
腕
の
法
蹴
。
訴
し
く
は
金
悩
院
女
古
川
出
泌

大
民
士
。

ギ
ン
リ
ュ
ウ
ジ

吟
筒
寺

以
前
榔
湖
上
に
在
っ

て
、
氏
自
前
東
波
に
印
す
る
。

キ
ン
リ
ヨ
ウ

金
陵

金
持
を
尉
め
か
し
て
い
ふ

抑
制
合
に
文
人
等
の
用
ひ
た
析
。

キ
ン
リ
ヨ
ウ
チ
メ
イ
コ
ウ

金
殴
地
名
考
一
加
。

若
者
不
明
。
金
慨
に
闘
す
る
史
的
沿
都
中

J

相
叫
し
た
も

の
で
、
城
地
・火
災
・市
防
・
枇
寺
の
各
市
引
に
制
抑
制
占
せ

ら
れ
、
間
潔
で
は
あ
る
が
、
略
院
は
の

E
m世
失
は

ぬ
。
元
蹴
十
二
年
卯
辰
山
の
崩
壊
が
最
後
の
記
事
に

な
っ
て
ゐ
る
賂
か
ら
見
て
、
紙
読
の
時
代
が
考
へ
ら

れ
る
。
本
訟
は
大
日
本
初
誌
大
系
巾
に
刊
行
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。

キ
ン
レ
イ
Z

コ
ウ

金
銭
韓
国剛

金
制
作
曲
制
宗
天

徳
院
十
況
代
の
住
持
。
寛
政
五
年
三
月

H
一
日
絞。

キ
ン
ロ
ウ

禁
寧

料
徴
の
非
に
科
し
た
刑
で
、

二
=
τ
月
よ
b
一
一
一
-
一
年
に
及
ん
だ
。
禁
牢
の
宣
告
は
、

古
〈
は
何
月
何
日
よ
り
何
。
且
と
し
た
か
ら
、
そ
の

日
数
に
川
削
つ
る
そ
裂
し
た
の
を
、後
何
月
よ
り
何
ヶ
且

と
し
て
、
病
気
低
鰐
の
場
合
の
如
き
幾
分
短
縮
す
る

を
得
し
め
た
が
、
か
〈
改
定
せ
ら
れ
た
年
且
は
明
ら

か
で
な
い
。
正
徳
四
年
長
期
の
禁
寧
で
、
刑
の
時
間
俄

こ=一，

nに
雫
っ
て
市
-
病
と
な
っ
た
時
は
、
年
計
の

前
可
に
よ
っ
て
川
牢
せ
し
め
得
る
こ
と

‘与
し
た
。
叉

初
は
滞
侯
の
紋
断
に
こ
=
一
ヶ
且
談
牢
と
あ
れ
ば
、
公

事
例
帽
で
は
=
一
ヶ
月
日
に
出
牢
せ
し
め
た
が
、
正
徳
二

年
以
降
は
そ
れ
を
一
一
，
月
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
文

行
刑
の
月
数
HM
ち
た
時
は
、
そ
の
且
中
旬
に
出
牢
せ

し
め
る
も
、
老
人
叉
は
病
者
は
上
旬
に
於
い
て
し
た

が
、
務
政
米
矧
に
改
め
て
一
般
に
上
旬
の
式
日
に
脱

政
す
る
こ
と
ふ
し
、
判
決
確
定
の
時
、
飢
に
未
決
の

留
む
期
制
に
て
刑
の
月
政
に
尚
ち
た
者
は
、
皆
目
に

て
も
問
準
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
。
絞
牢
の
無
期
な

る
も
の
は
之
脅
永
牢
と
い
う
た
。

キ
ン
ロ
テ

金
縁

明
治
二
年
十
月
金
探
滞
は
従

操
縦
士
以
下
に
草
山
に
よ
る
知
行
令
一典

へ
た
の
そ
隠

し
、
そ
れ

L
K低
下
し
た
比
率
に
よ
る
割
石
高
の
家

品
抑
止
町
給
す
る
こ
と
に
し
た
。
家
政
に
は
永
世
臓
と
終

身
隊
と
が
あ
っ
て
、
前
者
は
組
先
以
来
滞
に
仕
へ
た

者
に
給
し
、
後
省
は
そ
の
人
の
一
代
限
り
の
者
に
給

ぜ
ら
れ
た
。
耐
し
て
加問
者
共
に
初
は
M

昨
年
四
次
に
分

か
ち
、
そ
の
一

部
分
や
-
似
米
と
抑
制
し
て
米
穀
で
典
へ
、

品
目
除
者
代
銭
に
蹴
っ
て
奥
へ
た
が
、
}丸年
以
降
家
品
開

今
一
郎
を
米
殺
の
時
仰
に
換
釘
し
て
下
附
す
る
こ
と
に

し
た
。
是
に
闘
っ
て
清
一
年
夏
期
の
相
場
は
一
一
台
三
国

七
十

一
銭
凶
以
に
お
り
、
秩
矧
は
二
関
九
十
四
銭
三

似
で
あ
っ
た
。
次
い
で
六
年
十
二
月
太
政
官
は
泌
総

の
従
の
商
工
楽
に
従

mす
る
資
金
札
町
得
し
め
る
総

に
、
来品開
及
び
釘
山
山
政
百
石
未
消
を
受
け
る
者
に
限

h
d、
之
を
怒
沼

L
柏
市
る
こ
と
を
定
め
、
永
世
肢
に
在

つ
て
は
六
よ
ヰ
乱
打
、
経
身
隊
に
在
つ

て
は
四
，
年
分

二
五
二

を
一
時
に
下
附
す
る
こ
と
L
し
た
が
、
そ
の
溶
辺
背

に
は
家
旅
一
石
を
詰
核
膝
に
於
け
る
酉
年
の
刺
必

に
換
気
し
て
、

牢
額
を
現
金
、
字
額
を
年
八
分
の
利

子
宇
品
附
す
る
秩
融
公
的
で
典
へ
、
七
年
十
一
月
一
史
に

絶
問
を
銭
聾
し
て
家
総
の
服
部
に
狗
ら
ず
奉
還
す
る

こ
と
を
許
し
、
八
年
七
月
こ
の
訟
を
停
止
し
た
。
次

い
で
八
年
九
且
、
本
年
か
ら
家
株
・
刊H
此
(
融
和
}
石
尚

で
呼
ぶ
こ
と
を
止
め
、
五
年
よ
り
七
年
に
京
る
平
均

粗
削
帽
を
以
て
、
金
融
に
限
定
し
て
支
給
す
る
ζ

と
L

し
た
が
、
こ
の
時
の
金
将
滞
の
相
場
は

一
石
三
凶
五

十
束
銭
三
陸
二
毛
一
線
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
九
年
八

月
叉
金
品
仰
を
腿
し
、
そ
の
数
年
分
を
金
品
開
公
的
で
一

時
に
下
附
す
る
こ
と
に
し
、
そ
の
公
悦
給
拠
傾
と
之

に
射
す
る
利
一部
は
、
金
融
の
多
き
も
の
に
称
〈
、
少

き
者
に
厚
か
ら
し
め
た
。
例
へ
ば
金
品
開
元
前
七
市
山
聞

の
も
の
は
流
今
年
分
を
下
附
し
、
利
率
年
五
分
で
あ

り
、
元
前
二
十
抗
回
以
下
の
者
に
は
十
周
年
分
を
下

附
し
て
、
利
部
年
七
分
で
あ
っ
た
。

ク

h
y
ウ
カ
ン
デ
ン

封
戸
。

グ
ウ
ケ

郡

家

加

賀
の
出

家。

ノ
ト

ノ
グ
ウ
ケ

能

殺

の
郡
家
。

グ
ウ
ケ
ゴ
ウ

郡
家
郷
江
泊
郡
の
古
郷
名
。
具

宇
介
若
し
く
は
具
介
と
制
む
。
そ
の
制
家
は
江
畑
出

司
の
居
る
所
で
、
郡
平
叫
日
開
割
程
に
い
へ
る
江
泊
の
地

で
あ
ら
う
。

グ
ウ
ケ
ゴ
ウ

郡
家
郷
加
賀
郡
町
古
郷
名
。
和

名
抄
に
之
を
困
層
家
に
作
る
・も
の
は
非
で
島
る
。

E
g

空
間
回

J
カ
ガ
ノ
グ
ウ
ケ

ー
フ
プ


